
第４６回 全日本社会人バドミントン選手権大会要項

１． 主 催 財団法人 日本バドミントン協会

２． 主 管 埼玉県バドミントン協会

３． 後 援 埼玉県 埼玉県教育委員会 財団法人埼玉県体育協会

春日部市 春日部市教育委員会 春日部市バドミントン協会

幸手市 幸手市市教育委員会 幸手市バドミントン連盟 埼玉新聞社

４． 期 日 平成１５年９月１２日（金）～９月１６日（火）

開会式 ９月１２日（金）１６３０～

ウイング・ハット春日部

競 技 ９月１３日（土）～９月１６日（火）

閉会式 ９月１６日（火）

ウイング・ハット春日部

＊競技終了後（１４時予定）

５． 開 催 地 埼玉県春日部市（サイタマケンカスカベシ）

６． 会 場 「第１会場」 ウィング・ハット春日部 春日部市谷原新田1587-1

「第２会場」 アスカル幸手 幸手市平須賀２３８０－１

７． 種 目 ①一般男子 単・複

②一般女子 単・複

③混 合 複

８． 競技規則 平成１５年度（財）日本バドミントン協会競技規則並びに同大会運

営規定による。

９． 競技方法 各種目ともトーナメントにより優勝を決定する。なお３位決定戦は行

わない。

１０．使用器具 ①平成１５年度（財）日本バドミントン協会検定合格シャトルを使用

する。

②平成１５年度（財）日本バドミントン協会検定合格用器具を使用す

る。

１１．参加資格 各都道府県バドミントン協会加盟者で、平成１５年７月１５日（火）

までに（財）日本バドミントン協会に一般社会人として会員登録を完

了したもので、次のＡ、Ｂ、Ｃの各項に該当する者。

Ａ 前年度本大会男子単複、女子単複、混合複ランキング８位以内

Ｂ 本大会申し込み締切時の日本ランキング男女単複１６位以内

Ｃ （財）日本バドミントン協会決定の各都道府県割当数以内

１２．参加制限 １選手は２種目以内の参加とし、単と混合複は兼ねられないものとす

る。

１３．組み合わせ （財）日本バドミントン協会が指名した競技役員長の指示の下、競技

審判部長及び主管団体役員によって行う。

男女単複は、参加資格のＢのランキングによってシードし、併せて現

行の大会運営規定を適用する。混合複は、現行の大会運営規定を適用

する。

１４．参加料と ①各種目とも 一人一種目 ５、０００円

納入方法 複は一組 １０，０００円

②上記の内訳を別紙参加料納入票に記入し、下記の口座へ７月１５日

（火）までに振り込むこと。

銀行口座 埼玉りそな銀行 県庁支店

口座番号 ４４８５７４４ イ カ リ ﾃﾙ ｱｷ

口座名義 埼玉県バドミントン協会 会長 五 十 里 光 秋



１５．申込締切 平成１５年７月１５日（火）までに必着のこと。

期 日 なお、郵送・持参以外は受け付けない。

１６．申込方法 同封の所定の申込用紙に必要事項を各都道府県協会で記入してから、

複写を２枚取り、各々を正・副・控として、３通に会長印を押印し

て、各都道府県ごとに一括して提出のこと。

（注）申込責任者は、各都道府県理事長とする。

１７．申込場所 ①正…（〒150-8050）東京都渋谷区神南１丁目１番１号

岸記念体育館内 （財）日本バドミントン協会 宛

②副…（〒335-0011）埼玉県戸田市下戸田１丁目３番３号

戸田市立戸田東小学校 能登則男 気付

第４６回全日本社会人バドミントン選手権大会 大会事務局 宛

③控…各都道府県協会で保管のこと

１８．着 衣 試合の服装で、色付き着衣については、平成１５年度（財）日本バド

ミントン協会審査合格品とし、背面には、都道府県名または所属する

団体名、チーム名を横３０㎝・縦１５㎝の範囲内に必ず示すこととす

る。なお、日本リーグ、全日本実業団大会、及び全日本教職員大会に

使用したものも可とする。

（例）

３０㎝

１５㎝

１９．宿 泊 別途宿泊要項による。

２０．表 彰 ①優勝者に優勝杯（持ち回り）並びにメダルを授与する。

②各種目とも第１位から第３位までの選手に賞状を授与する。

２１．大会事務局 （〒335-0011）埼玉県戸田市下戸田１丁目３番３号

戸田市立戸田東小学校 能登則男気付

第４６回全日本社会人バドミントン選手権大会 大会事務局

ＴＥＬ ０４８－４４２－３９１１

ＦＡＸ ０４８－４４３－９８１９

直通電話 ０９０－１５００－４２９６

２２．代表者会議 平成１５年９月１２日（金）

及び開会式 代表者会議 １５：３０～

開 会 式 １６：３０～

会 場 ウイング・ハット春日部

住 所 春日部市谷原新田1587-1

ＴＥＬ ０４８－７３３－７５７５

（注）各都道府県、代表者会議１名以上、開会式３名以上必ず出席す

ること。なお、別紙の報告書により出席者名簿を提出のこと。

２３．そ の 他 ①病気・事故に備えて、各自健康保険証を持参すること。

けが等の場合 応急処置はするがそれ以外は各自の責任で行うこと、 。

②厳正を期すため、申込期限・申込方法・宿泊申込書については特に

留意すること。

③敗者審判をしていただきますので、公認審判員の資格の無い方は、

資格の取得をお願いいたします。


